
このセミナーでは毎年４月にご提出いただいている職業紹介事業報告書の
記載方法についてご説明いたします。
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本セミナーでまずはじめに皆様にお伝えしたいことが大きく２点ございます。
まず１つ目は、令和７年度以降の事業報告書の提出については、可能な限り
電子申請をご活用頂きたいということです。
令和７年度から令和８年度にかけては、平成２７年９月の特定労働者派遣事
業（届出制）から労働者派遣事業（許可制）への切り替えに係る更新申請の
大幅な増加により窓口の混雑が予想されるため、提出にあたっては電子申請
または郵送のご活用を検討頂きますようお願いします。
電子申請の概要については、次ページの「電子申請ご活用のお願い」リーフ
レットをご覧下さい（リーフレット参照）。
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（※本ページは当該リーフレットの内容を上から順に説明。）
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電子申請の場合、リーフレットにあるように提出後の審査状況については、
ｅ―Ｇｏｖ電子申請アプリケーション内の、「申請案件一覧」の「申請案件
状況」よりご確認頂けますので、お控え等の返送はありません。郵送の場合
は控えを返送しますので、必ず切手を貼った返信用封筒を同封いただきます
ようお願いいたします。
大量の報告をいただきます関係で、事業報告書の処理については数ヶ月程

度を要しておりますのでご了承願います。
なお、記載内容に確認事項がある場合は、お電話にてお問い合わせをいた

しますので、当局に送付いただく書類とは別にもう１通お手元に控えを置い
ておくなどのご準備もお願いいたします。
また、問い合わせをスムーズにするため、様式の第１面右下に事業報告ご

担当者様の氏名及び連絡先を記入いただきますようご協力お願いします。
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参考として、電子申請のＨＰのリンク先をご案内しますので皆様是非積極的
にご活用下さい。
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二つ目は事業報告書の様式変更についてです。
令和７年度報告より、職業紹介事業報告の取扱業務等の区分については「離
職欄」も含め全て、従来の平成２３年版厚生労働省編職業分類から令和４年
版厚生労働省編職業分類の中分類による報告となったことに伴い、令和７年
度提出分の有料・無料職業紹介事業報告書及び特別の法人 無料職業紹介事
業報告書の様式が変更となっております。
見た目上は昨年度の様式と変わりませんが、最新の職業分類コードが選択

できるようになっているので、必ず大阪労働局のHPから最新の様式をダウン
ロードして作成いただきますようお願いします。
様式変更に伴う記載方法の詳細については、後のページで説明します。
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まずは事業報告書の説明です。
事業報告書とは、職業安定法において提出が義務づけられている、事業所

ごとの業務の運営状況の報告書、のことをいいます。
事業所ごとの提出が必要となりますので、複数の事業所にて職業紹介事業

を行っている事業者につきましては、それぞれの事業所ごとに作成が必要で
す。
また、取扱実績がなくても提出が必要です。
事業所が大阪以外の都道府県にある場合であっても、主たる事務所が大阪

に所在する場合には、大阪労働局へ提出することとなっております。
期限までに提出がない場合は、是正指導や改善命令、事業停止命令などの

行政処分の対象となり、行政処分の対象となった場合は企業名が公表されま
すので、提出漏れのないようにお願いします。なお、令和６年度大阪管内で
は８社の職業紹介事業者が行政処分の対象となりました。
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提出が必要な書類は職業紹介事業報告書様式第８号です。
提出部数は正本１通及びその写し２通です。
様式はホームページよりダウンロードが可能ですのでご活用ください。
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報告対象期間は記載の通りです。
今年の４月報告分につきましては、令和６年４月１日から令和７年３月３

１日までの期間の実績について報告していただきます。
令和６年５月１日以降の許可事業者につきましては、許可年月日から令和

７年３月３１日までの内容を報告いただくことになります。
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提出期限は毎年４月３０日までです。
先ほども申し上げましたが、期限までに提出がない場合は、是正指導や、

改善命令・業務停止命令などの行政処分の対象となります。提出漏れのない
ようにお願いします。
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続いて提出様式である様式第８号の構成についてご説明します。
様式は、第１面から第４面で構成されており、第１面、第２面が報告欄、

第３面、第４面が記載要領・記入方法の説明となっております。
提出につきましては、第１面及び第２面までご提出いただければ結構です。

第３面及び第４面の提出は不要です。第１面と第２面を印刷するときは、両
面印刷１枚でも、片面（かためん）印刷２枚でもどちらでもかまいません。
なお、特別の法人無料職業紹介事業の場合は、様式第８号の２を使用して

ください。第１面が報告欄、第２面が記載要領となっておりますので、第１
面のみの提出で結構です。
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ここから具体的な記載方法についてご説明いたします。
特別の法人無料職業紹介事業の事業報告書である様式第８号の２も記載項

目や記載方法は同じですのでこのままお聞きください。
まず報告書の作成単位ですが、先ほども申し上げましたが、「事業所」ご

ととなります。
例えば、大阪と東京の２つの事業所で職業紹介事業を行っている場合は大

阪及び東京それぞれの内容を別々の報告書として作成してください。
主たる事務所が大阪ーーすなわち許可番号が「２７－」ではじまる事業者

については、他府県の事業所分もあわせて大阪労働局に提出願います。

第１面の報告書の標題ですが、上下二段あるうちの一方を線で抹消してく
ださい。「２７－ユ」で始まる有料職業紹介事業者においては、下段の「無
料職業紹介事業報告書」の文字を線で抹消してください。エクセルの様式を
ダウンロードして入力する場合は文字を消去いただいても構いません。

２欄の「事業所の名称及び所在地」には、大阪の分を作成する際には大阪
の事業所の名称及び所在地を、東京の分を作成する際には東京の事業所の名
称及び所在地を記入してください。
事業所ではなく、事業主、つまり本店の所在地が誤って記載されているこ

とが散見されるので、２欄には必ず事業所の所在地を記載してください。

３欄の紹介予定派遣欄は４欄以降に記入するべき紹介予定派遣の実施実績
がある場合は「有」としてください。
派遣事業の許可があるが紹介予定派遣の予定はない、または紹介予定派遣

を行う予定はあるが、取扱いの実績がない場合は「無」としてください。繰
り返しとなりますが、実施実績がある場合のみ「有」としてください。
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続いて同じ第１面の第４欄です。
第４欄は、国内における職業紹介事業の活動状況を記載する欄となってお

ります。職種ごとに求人数、求職者数、就職件数、離職件数等を記入してい
ただきます。
紹介予定派遣がある場合は、スライドの赤い枠にありますように、かっこ

書きをして内数として記載してください。内数での計上ですので合計欄へは
紹介予定派遣の件数を計上しないようにご注意ください。
次のスライドで、「取扱業務等の区分」についてご説明します。
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まずは「① 求人」、「② 求職」、「③ 就職」、「④ 離職」欄の
「取扱業務等の区分」についてですが、「令和4年版厚生労働省編職業分類」
の中分類にて記載して頂きます。
大阪労働局のHPからダウンロードした様式は、「令和４年版厚生労働省編

職業分類」の中分類から取扱業務等の区分をプルダウンで選択することが可
能です。
具体的な記入方法ですが、まずスライドAの「a 家政婦（夫）」から「i

特定技能の在留資格に係る職業紹介」に該当する職種はこの区分を記入して
ください。該当しない職種についてはスライドBの厚生労働省編職業分類表
における中分類を記入してください。
例えば「e 配ぜん人」はBの厚生労働省編職業分類表上「０５６ 接客・

給仕の職業」に分類される職業ではありますが、「０５６ 接客・給仕の職
業」には区分せずに、「e 配ぜん人」として計上してください。

職業分類の詳しい内容が知りたい場合は、厚生労働省のホームページや「ハ
ローワークインターネットサービス」に厚生労働省編職業分類の詳しい説明
を掲載しておりますのでご参照ください。
分類表には、建設業務や港湾運送業務に該当する分類もありますが、有料

職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務に就く職業、建
設業務に就く職業以外の職業ですのでご留意ください。
なお、今ご案内いたしましたとおり、分類は「厚生労働省編 職業分類

表」で行いますが、よく似た名称の分類として「日本標準職業分類」という
ものがあります。労働者派遣の許可を取られている事業者の方はご承知と思
いますが、労働者派遣事業報告書においては「日本標準職業分類」にて報告
いただく項目があります。「厚生労働省編 職業分類」と「日本標準職業分
類」は別の分類です。番号によっては同一名称の分類があり混同しやすいで

14



すが、職業紹介事業報告書においては、「厚生労働省編 職業分類」にて報
告いただくこととなりますのでお間違いのないようにお願いいたします。
また、一つの求人で業務内容が複数の分類にまたがる場合はメインの業務

で分類してください。
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続いて①求人欄です。
「有効求人数」の欄につきましては令和７年３月末日現在の有効求人数の合計を人数で

計上してください。「有効求人」とは、受理した求人のうち3月末日までに取り下げられ
たものや就職による完結をしたもの以外の求人のことをいいます。３月末日時点で取り下
げられていたり、完結している求人は計上しないでください。
また、「人数」ですので、１社から３名分の求人を受理している場合は「３人」と計上

してください。
次に「求人数」の欄です。
今回の報告では、令和６年４月１日から令和７年３月３１日の間に受理した求人数に、

令和６年３月３１日現在の有効求人数を加えた数字を計上してください。
次に「常用」、「臨時」、「日雇」の定義についてご説明いたします。ここは毎年計上

誤りが特に多い箇所ですのでご注意ください。
「常用」とは、４ヵ月以上の期間を定めて雇用されるもの又は期間の定めなく雇用され

るものをさします。
「臨時」とは１カ月以上４ヵ月未満の期間を定めて雇用されるものをさします。
「日雇」とは１ヵ月未満の期間を定めて雇用されるものをさします。
「常用」「臨時」「日雇」については、あとの「③就職」「６収入状況」欄においても

同じ定義です。
今申し上げましたとおり、「常用」には４カ月以上の期間を定めて雇用されるものも含

まれます。更新の有無も問いませんので、例えば８月１日～１１月３０日の４か月間の雇
用期間で雇用が終了し、契約更新がない求人についても「常用」に区分されます。
この点は特に分類誤りが多い箇所ですので、社内のほかの職業紹介従事者の方にも伝達

いただきますようお願いいたします。
また、「臨時」及び「日雇」につきましては、「求人数」ではなく「求人延数」で計上

してください。単位は「人日」となります。
「人日」という単位はイメージつきにくいかと思いますので例をあげてご説明いたしま

す。
例えば、９月１日から１０月２０日までの５０日間で２名分の求人を受理した場合は、

「臨時求人延数」欄に５０×２＝１００人日と計上することになります。
「臨時」とは先ほど申し上げましたとおり、１ヵ月以上４ヵ月未満の期間を定めて雇用さ
れるものです。一番日数の少ない２月でも２８日はありますから、「臨時求人延数」欄に
は少なくとも２８人日以上の整数が入ることになります。ご注意下さい。
また、期間の定めが1日単位でなくても、1ヵ月未満であれば「日雇」に分類されます。
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続いて②求職欄についてです。
求職欄では、「有効求職者数」と「新規求職申込件数」を計上してくださ

い。まず「有効求職者」とは、有効求人と同様に取り下げや就職による完結
をしていない求職者のことをいいます。今回の報告においては令和７年３月
末日現在の有効求職者の人数を計上してください。
次に「新規求職申込件数」ですが、令和６年４月１日から令和７年３月３

１日までに申し込みがあった「件数」を計上してください。
「件数」ですので、例えばスライドの図にありますように、６月１日に求

職申込をされた方が、７月１日に一度求職取消をされたのち、１１月１日に
再度求職申込があったような場合は、「２件」と計上してください。
なお、１人の求職者が複数の職種を希望している場合は求職者が希望する

職種で優先度がもっとも高いもの１つに計上してください。
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次に③就職欄です。
就職欄につきましても、「常用」「臨時」「日雇」にわけて計上し、「臨

時」「日雇」については「人日」単位の延数（のべすう）で計上してくださ
い。
また、常用就職件数につきましては、「無期雇用」と「それ以外」にわけ

て計上してください。
あくまでも無期雇用、つまり期間の定めのない労働契約を締結した件数で

すので、正社員・パートの身分を問わず、期間の定めのない労働契約は「無
期雇用」に計上してください。
常用就職件数のうち「それ以外」の欄には4カ月以上の有期雇用に係る就

職件数を計上することとなります。
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続いて④離職欄です。
無期雇用就職者については就職から６か月以内に離職したか否かを記録す

ることが必要となっており、事業報告書においても「無期雇用」についての
み報告することとなっております。
報告対象となる離職とは、前々年度すなわち今年４月の報告では、令和５

年度のことになりますので、令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
の間に無期雇用で就職した者のうち、６か月以内に離職した者で、解雇を除
く者です。
令和５年度中に就職した者、ですので、ご注意ください。
離職日が基準ではなく、就職日が基準ですのでお間違いのないようにお願

いいたします。
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続いて第１面第５欄です。
第５欄の「活動状況（国外）」につきましては、国外の活動実績がある事

業所のみ記入してください。取扱範囲が「国内」のみの事業所は第５欄全体
に斜線を引く、または空欄のままで結構です。
実績がある場合は、相手国別に記入する必要がありますので、同じ職種で

あっても相手国が違う場合はスライドの例のように行を分けて記入してくだ
さい。
取扱業務等の区分は、第４欄の「活動状況（国内）」と同様、「⑤ 求

人」、「⑥ 求職」、「⑦ 就職」及び「⑧離職」欄は改訂版である「令和
４年版厚生労働省編職業分類」の中分類を記入してください。
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第２面に移ります。
第２面では６欄に手数料収入の状況を記入していただきます。
無料職業紹介事業者のかたは収入状況の欄は空欄のままで結構です。
ここではまず、有料職業紹介事業として徴収することができる手数料の種

類を簡単に説明します。
手数料の徴収方法は大きく分けて二つ。求人者から徴収する方法と求職者

から徴収する方法です。求人者から徴収する方法は、さらに上限制手数料と
届出制手数料の二つに分かれます。
上限制手数料とは、法令で定められた上限を限度に求人者から手数料を徴

収する方法で、求人受付時に受付手数料を徴収する「求人受付手数料」と就
職あっせんの成功報酬として徴収する「求人者（上限制）手数料」を徴収す
ることができます。
届出制手数料とは、事前に届け出た手数料表に基づいて手数料徴収ができ

る方法です。手数料表に基づいて徴収した手数料はすべて「求人者（届出
制）手数料」として扱います。
求職者から手数料を徴収する方法は、求職申し込みの際に受付手数料を徴

収する「求職受付手数料」と、就職あっせんの成功報酬として徴収する「求
職者手数料」がありますが、いずれも法令により対象職種が限定され、手数
料にも上限が定められています。
第2面の収入状況の欄には、報告対象期間中にこれら5種類の手数料をいく
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ら徴収したのかを職種別に報告していただきます。
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続いて収入状況欄の記載方法についてです。
国内・国外の区別なく合算で計上してください。
報告対象期間――令和７年度提出分については令和６年４月１日から令和

７年３月末日までに「入金のあった」手数料収入について記載してください。
但し、介護作業に従事する家政婦（夫）にかかる労災保険の第２種特別加入
保険料に充てるべき手数料の収入実績がある場合は６の各欄には計上せず、
手数料管理簿の写しを添付してください。
また、各欄の金額の単位ですが、「千円単位」となっております。例えば

３百万円の場合は「３，０００千円」と計上します。
「３，０００，０００千円（さんびゃくまんせんえん）」と１円単位と誤

認して報告される事業所が毎年散見されますので、誤りが無いようよろしく
お願いいたします。
なお、百円以下は四捨五入して計上してください。
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つづいて、各項目ごとにご説明いたします。
まず上限制手数料を徴収した場合の記載欄です。
先ほどご説明しましたとおり、「求人者（上限制）手数料」と「求人受付

手数料」は上限制手数料を採用する事業者の記入欄となります。
手数料表ではなく、職業安定法第３２条の３第１項の規定による上限制手数
料にて徴収した手数料の記載欄ですので計上欄の誤りがないようにご注意く
ださい。
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「求人者（届出制）手数料」の欄は、届出制手数料を採用する事業者の記
入欄です。手数料表を作成、届出されている事業者がほとんどだと思います
ので、その場合はこちらに計上します。
手数料表に求人受付手数料を徴収することを定めていて、それに基づき徴

収した手数料も「求人者（届出制）手数料」欄に計上します。
「求人受付手数料」欄には計上しませんのでご注意ください。
こちらに実績があるにもかかわらず、就職件数に実績が記載されていない
ケースや金額の桁数誤りが散見されますのでご注意ください。
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次に求職受付手数料の欄です。
求職者から求職受付時に手数料を徴収した場合はこの欄に記載してくださ

い。
ただし求職受付手数料を徴収できるのは、芸能家、家政婦（夫）、配ぜん

人、調理士、モデル、マネキンの職業に限られ、徴収額や徴収回数にも上限
がありますのでご注意ください。

24



次に求職者手数料の欄です。
就職が成立した際のあっせん手数料を求職者から徴収した場合に記入して

ください。
ただし、徴収できるのは、芸能家、モデル、年収700万円を超える科学技

術者、経営管理者、熟練技能者に限られます。
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続いて第２面の第７欄から第９欄についてです。
７欄の「職業紹介の業務に従事している者の数」は職業紹介責任者も含ま

れます。
取扱実績がない事業所においても職業紹介業務に従事することとなってい

る担当者数を計上しますので、少なくとも事業所の職業紹介責任者の数以上
の数字になります。
８欄の「返戻金制度」につきましては返戻金制度の有無の該当するほうに

○印を入れてください。「有」の場合は返戻金制度の概要を記入してくださ
い。
例えば、「就職後１カ月未満で自己都合退職した場合は、手数料の１００

パーセント、３ヶ月未満の場合は５０パーセント、６ヶ月未満の場合は３０
パーセントを返戻」などの記載をしていただくこととなります。
８欄に記載しきれない場合は、別紙に記載し添付いただいても構いません。

その際は８欄に「別紙の通り」と記載いただき、添付してください。
なお、返戻金制度は設けることが望ましいとなっています。
現在返戻金制度がない事業所においては「無」と記入していただければ結構
ですが、「設けることが望ましい」としておりますので、今後の運営につき
ましてはこの点につき考慮願います。
９欄の従業員教育につきましては、職業紹介責任者が統括管理する業務に

従事する者に対し、職業紹介の適正な運営に資する研修・教育を受けさせた
場合に、その内容を記載してください。

第１面、第２面の記入が終わりましたら、第２面の一番下に提出年月日と
事業主名を記入してください。押印は不要です。
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以上が職業紹介事業報告書の記載方法となります。
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最後に、需給調整事業部からのお願いと案内です。
まず、令和５年１０月２３日付けで職業安定法施行規則の一部が改正され、

人材サービス総合サイト上の就職者総数及び無期雇用就職者総数並びに無期
雇用離職者総数等について、情報提供の期間が２年から５年に延長されまし
た。
すでにご登録いただいている過去の情報が再度公開されることとなります

が、情報提供が必要な期間を遡り情報提供が漏れている会社様におかれまし
ては、早急に情報提供いただきますようお願いします。
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参考として、電子申請のＨＰ、職業紹介事業報告書の様式・記載例が掲載さ
れている大阪労働局のＨＰ、取扱業務等の区分表が掲載されている本省のＨ
Ｐのリンク先をご案内しますので適宜ご活用下さい。
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以上で「職業紹介事業報告書セミナー」を終了いたします。
事業報告書に関するご質問・お問い合わせは大阪労働局需給調整事業部需給
調整事業第１課までお願いいたします。
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